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研究成果の概要（和文）：民間共同住宅の歴史が長い欧州諸国のうち、フランス首都圏の伝統的管理主体である住宅管
理人、ガルディアンを通して、民間共同住宅に適した管理思想を反映した管理体制の検討を行うことを前提としている
。本研究では民間共同住宅に適した管理思想に裏付けられた伝統的管理主体の現代的評価と、今後の在り方を検討する
ために、ガルディアンの形成過程などを通して、ガルディアンの本来の役割と現代的役割を把握した。さらに民間共同
住宅の伝統的管理主体であるガルディアンが社会住宅に導入されている現状を先進的であると捉え、社会住宅のガルデ
ィアンの業務内容や職業訓練の調査を通して共同住宅の管理体制とその思想について考察した。

研究成果の概要（英文）：This study discusses the traditional managers of private apartment houses in 
French metropolitan areas called Gardien(ne). In this paper, we analyzed the original functions of 
Gardien(ne)s through the development process of the French management system. In addition, we revealed 
the actual situation of this profession through residents’ evaluations and their working environments in 
French public housing. In the future it will be necessary to adjust the value of Gardien(ne)s and the 
personnel costs between the Gardien(ne)s and residents, and to improve the Gardien(ne)s’ working 
conditions while maintaining the effective functions of traditional the management system, for the 
restructuring of this profession.

研究分野： 建築計画学、住宅計画学、都市計画学、住宅管理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 1962 年の区分所有法の制定から、半世紀
が経過した。日本の共同住宅管理体制の仕組
みは管理組合による自主管理体制を基本と
し、区分所有法の改正やマンション管理適正
化法などによって第三者（住宅管理の専門
家）を適宜活用できる体制へと補強されて現
在に至っている。所有者が協力をして建物管
理にあたる管理体制は、建物所有権という点
から、さらには協同的な管理活動を通して合
意形成の場を構築するという点から見て合
理的な管理体制である。 
 一方で、高齢化やライフスタイルの多様化
によって時間的・体力的に管理への参加が難
しい管理組合員の存在や、区分所有共同住宅
の賃貸化による不在区分所有者の存在によ
って、所有者が主体的に建物管理へと参加す
ること自体が難しい場合があることが指摘
されている文１、２）。 上記のような管理参加
困難者層は、今後も増加することが予測され、
また共同住宅が資産価値を伴って売買され
る不動産市場がある限り、不在区分所有者の
存在はより顕著に管理体制の混乱へと影響
を与えると考えられる。つまり制度が制定さ
れた時期と比べて社会構造が変わろうして
いる現在、制度と社会構造のずれで発生する
問題をサービスや制度の補足で対処するに
は限界がある。そこには共同住宅管理の体制
自体を検討することが求められるわけであ
る。その点、共同住宅の歴史が数世紀にわた
り存在する欧州を見ると、大きな社会構造の
変化を経ながら現在まで伝統的な管理体制
が改変されながら存続してきており、その管
理体制とそれを支える管理思想を解明する
ことは、日本の管理体制の検討に資する知見
になると期待できる。 
 欧州、特に申請者がこれまで研究対象とし
てきたフランスの民間区分所有共同住宅の
管理体制を見ると、日本と同様に全区分所有
者による管理のための組合を形成する点に
共通点が見られる。日本の管理体制との違い
は、第三者の介入を義務づけて最低限度の建
物管理の水準を維持することができ、さらに
居住者や所有者の状況に会わせて選択的に
第三者を活用できる重層的構造になってい
る文３）点である（関川：2010）。またフラン
スでは近年、民間の区分所有共同住宅の管理
体制を再評価し、その管理体制を再編して公
営の社会住宅へと導入する動きが見られる。
時代を超えて民間区分所有共同住宅の管理
体制が再評価され、所有関係等の状況が異な
る社会住宅にも適応されるというのは、その
背景にある管理思想が再評価されたものと
考えられる 
 しかし、フランスの共同住宅管理の研究
は区分所有共同住宅における管理体制の実
態解明にとどまり、その背後にある管理思
想に関しては考察が及んでいない。また、
社会住宅における管理体制の実態研究も加
えて進めることなく、管理思想の再評価が

どの点についてなされたのかを明らかにす
ることはできない。 
 
２．研究の目的 
 以上のような背景をうけ、社会構造の転
換期を迎えた日本の共同住宅の管理体制の
検討に資する知見を得るため、フランスに
おける共同住宅に対する考え方、特に住宅
の公共的な側面に関する社会的な意識、そ
の住宅を管理する考え方である管理思想を
把握することを本研究の目的としている。
具体的には、フランスの民間区分所有共同
住宅の管理体制並びに民間区分所有共同住
宅の管理体制を導入した社会住宅の管理体
制の解明を試みる。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、社会構造の転換期を迎えた日
本の共同住宅の管理体制の検討に資する知
見を得るため、フランスにおける共同住宅に
対する考え方、特に住宅の公共的な側面に関
する社会的な意識、その住宅を管理する考え
方である管理思想を把握することを目的と
している。そのためにフランスの民間区分所
有共同住宅の管理体制並びに民間区分所有
共同住宅の管理体制を導入した社会住宅の
管理体制を解明しようとしている。上記の目
的を達成するため、以下の４つの段階的な研
究課題を設定した。 
 まず、１）日本の区分所有共同住宅の管理
体制の現状を具体的に把握する。社会構造と
既存管理体制とのずれは既に明らかにされ
ているが、既往研究は 1980 年代、90 年代の
状況であり、それから 20 年近く経過した現
在の状況について把握する必要がある。管理
体制の仕組みを体系的に明らかにすること、
現時点での管理体制の問題点などを中心に
明らかにする（背景に記述済み）。２）次い
で、フランスの民間区分所有共同住宅の伝統
的な管理体制と、それが導入され始めた社会
住宅の管理体制の仕組みを把握する。３）フ
ランスの民間区分所有共同住宅の伝統的管
理体制が社会住宅に導入された経緯を解明
し、フランスにおける住宅に対する考え方な
らびにそれを管理する思想を把握する。４）
また補論として、フランスの社会住宅の管理
体制を解明するにあたり、20 世紀にフランス
社会住宅管理の考え方に影響を及ぼしたと
言われている文４）イギリスの共同住宅の管理
体制の概要把握を進めることで、３）の民間
区分所有共同住宅と社会住宅との管理体制
の共通点及び相違点を明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1) フランス首都圏の人口動態と住宅スト
ックの現状 
 まず、フランスの現状から 50 年程度将来
までの人口動態と都市の変化について、
INSEE の報告書をもとに整理する。 
・人口は減少するが、深刻な人口減少ではな



い 
・20 歳未満人口は緩やかに減少しつつも現状
が維持される 
・高齢化は進み、2060 年には人口の 4分の 1
が高齢者となっている 
・首都圏の拡大は一旦は安定しているが、高
密化は漸次進むと考えられる 
・首都圏、特にパリ市の住宅の高経年化が著
しい 
 若い世代の人口が現状を維持される点、人
口減少するが、急速な減少ではない点で、人
口減少と少子高齢化が深刻な我が国にとっ
ては、フランスの状況はうらやましいものと
言える。 
 一方で、我が国と同様に深刻であるのが、
住宅ストックの高経年化である。我が国では
第二次世界大戦や震災などを機に大幅な住
宅ストックが更新されてきている。ただし、
スクラップアンドビルドの思想による更新
であるため、耐久性のある建築物の建設や管
理の重要性を認識したのは、近年のことであ
る。一方、フランスの場合は首都パリ市の建
物は戦渦や震災などで損壊しているものは
少なく、住み手が入れ替わるたびに部分的な
修繕を重ねながら高経年ストックを住み継
いでいるという状況がある。 
 居住者が高経年ストックに入居すると、部
分的に修繕していても、住宅のトラブルが日
常的に表出する。特にパリ市では、高経年ス
トックが珍しくないのと同時に、住宅のトラ
ブルもまた珍しいことではない。 
 
(2) フランス首都圏の民間共同住宅の伝統
的な管理体制 
 そのようなトラブルで頼りになるのが、ガ
ルディアンである。 
 共同住宅の割合の多さ、所有者不在の賃貸
住宅の一般化、区分所有の概念の成立など、
共同住宅が年月を経て行き着く複雑な状況
に一足早くたどり着いていたのがフランス
首都圏であった。共同住宅の管理が複雑化す
る要素は、19 世紀には既に「整っていた」と
言われている。そこで作られた管理のルール
が 1965 年法である。 
・規約と組合をつくること 
・総会を開き、規約の改変をする機会をつく
ること 
・管理者（サンディク）を置き、管理業務の
素案やその運営を専門家の指示で行なうこ
と 
 1965 年法で定められたルールは、所有者に
とっての住宅の価値（資産価値）を法律によ
って担保できるような内容となっている。つ
まり、法律によって住宅が成す都市の構成も
また、同時に担保されるしくみになっている
とも言える。 
 ではガルディアンとは何か。任意の管理業
務執行のための職員である。もとは不在所有
者が、賃貸共同住宅の防犯や維持管理、経営
代行のために置いた。現在では経営代行とい

う特色は薄くなり、住宅の維持管理をしつつ、
居住者の生活支援サービスや精神的サポー
トなどを適宜、チップなどで行なうようにな
っている。 
 1965 年法が住宅の資産価値を担保する確
実性を目的とするものである一方、ガルディ
アンを取入れるということは居住価値をフ
ォローアップする役割を果たしていると言
える。資産価値は法律という枠組みで確実に
担保し、その中で展開する居住価値は居住者
のニーズに合わせたサービスで対応すると
いう点は、管理の二段階供給とも言える。フ
ランスの管理体制には、確実性と柔軟性があ
ると申請者は考える。 
 
(3) 社会住宅におけるガルディアンに期待
された役割 
 以上のような流れで社会に登場して定着
してきたガルディアンが、今度は社会住宅へ
の配置されることが法令で決定した。その社
会住宅でのガルディアンに関する研究成果
を示す。 
 そもそも、社会住宅にガルディアンを配置
するようになったのは民間の共同住宅のガ
ルディアンの出現時期と大きなずれはない
ようである。民間共同住宅の初期のガルディ
アンがそうであったように、所有者（資本家
や国などの社会住宅の供給主体）に変わって、
居住者（当時は労働者がメイン）の行動を制
御すること、防犯などが目的であったとされ
ている。ただし、ガルディアンの配置は任意
であり、義務ではなかった。20 世紀に入ると
ガルディアンの役割には衛生的でモラルの
ある生活を指導するという役割も付加され
る。まるでイギリスの O.ヒルのワーカーを彷
彿とさせる役割である。20世紀中頃から労働
者層から移民へと、社会住宅の居住者層が変
化する。バンダリズムなど地域社会の破綻が
社会住宅の課題として取り組まれるように
なってから、2001 年にはガルディアンの配置
が義務化された。彼らに期待された役割は、
地域社会の繋がりが破綻した地域の安全性
の確保、共用空間の整備や居住者の生活の質
を配慮するなどの、地域マネジメントの一端
を担う主体としての働きである。 
 
(4) 社会住宅におけるガルディアンの業務
内容とその職業教育 
 では、社会住宅のガルディアンの業務内容
は民間共同住宅のガルディアンとどのよう
に違うのか。社会住宅のガルディアンの業務
は、経営代行業務と防犯がメインであった。
住宅の維持管理などは外部へと業務委託し
ている場合が多く、居住者と関わる業務は、
相談、話し相手、高齢者の安否確認というも
のが見られた。民間のガルディアンが行なっ
ている、生活支援サービスを行なっている社
会住宅のガルディアンは比較的少数で、精神
的サポートに関係する業務を実施している
者が多く見られた。給与は民間のガルディア



ンの平均給与よりも高いことが確かめられ
た。 
 社会住宅のガルディアンのインタビュー
で、職業資格の存在が明らかとなった。本研
究では CAP という資格をメインとして、ガル
ディアンの職業教育について掘り下げた。 
 ガルディアンの求人広告の分析では、社会
住宅に求められているガルディアンの業務
として、近隣住民の関係の調整業務が挙げら
れていることが明確になった。先ほどの知見
を裏付ける結果である。現在、求人公告が出
ている大半が、社会住宅のガルディアンを求
めるものであり、2001 年の法令の影響ではな
いかと考えられる。教育機関への調査で聞か
れたことであるが、現在、社会住宅のガルデ
ィアンが大量に必要とされている状況であ
るとのことであった。求人広告から得られた
結果を勘案すると、社会住宅へのガルディア
ンの供給が今まさに行なわれている所であ
ると推察される。 
 ガルディアンの職業教育は社会住宅向け
のものだけではなかった。事例数としては 1
件のみであったが、民間の共同住宅向けのガ
ルディアンの職業教育機関の存在が確かめ
られた。設立時期は社会住宅向け職業教育に
比べて浅く、不動産供給会社がその職業教育
機関の設立に関与していた点が印象的であ
った。ガルディアンがいることが住宅の付加
価値として評価されると、関係者は述べてお
り、居住価値をフォローアップするガルディ
アンの役割が改めて評価されていると捉え
られる。 
 教育機関で学ぶ内容は化学や言語など多
様で、専門的である。また、業務で必要なコ
ミュニケーション能力に重点が置かれたカ
リキュラムが作られていることもわかった。
維持管理のための専門知識と同時に、居住者
と相対する業務のための、技術や知識の獲得
が目指されている。 
 ガルディアンの歴史は古く、その役割も民
間共同住宅や社会住宅という違いによって、
また時代背景によって少しずつ変化してき
ていることが確かめられた。しかし、変化し
ていないことは、ガルディアンは常に住宅内
および地域における居住価値のフォローア
ップを行なう主体であることである。フラン
スでは現在その主体を地域社会の解決のた
めに活用しようとしていることが把握でき
た。ガルディアンが制度化されることで、ガ
ルディアンに対する教育プログラムの整備
が行なわれている。ガルディアンを置く、対
人サービスの見直しは、社会住宅から民間共
同住宅へと影響が波のように及んでいるこ
とが分かった。 
 一連の結果から、フランスでは、対人サー
ビスが、地域社会における居住価値の向上に
つながると考えられ、その効果をより高める
ために教育や資格などの側面から補強をし
ようとしている現状が把握できた。 
  

(5) イギリス公営住宅管理における対人サ
ービスの現状 
 イギリスとフランスとの共同住宅管理の
思想に関係があるという点については、文献
の中に見つけた可能性の段階で留まってい
る。申請者等によるイギリスでの現地調査で
も解明までには至らなかった。しかし、イギ
リスにおける O.ヒルをルーツとする対人サ
ービスの現在までの展開については、多少で
はあるが触れることができた。 
 イギリスでは居住者に管理を促すための O.
ヒルの働きかけは、居住者の管理への参加を
促すルールへと展開している。また、人が介
在する生活支援サービスは福祉サービスへ
と展開している。具体的には、特別な居住支
援が必要な居住者がいる住宅でのワーデン
スキームや、高齢者が住む公営住宅のコンシ
ェルジュサービスがそれにあたる。 
 イギリスの公営住宅では、高齢者向け住宅
の計画が課題となっているとのことである。
管理体制についても、若者向けと高齢者向け
でその選択肢が準備されているのではない
だろうか。管理に参加できる余力のある人は
居住者参加のルールで自主的な居住者管理
を促す。その一方で余力のない居住者層には、
第三者を適宜配置するという管理体制の重
層的な整備である。フランスの全ての居住者
に対する一律の対人サービスという展開と
は少し違う。 
 イギリスにおける住宅管理の思想は日本
が共同住宅を建設し始めた初期に参考にし
たものである。フランスにおける住宅管理の
管理思想と同様、管理体制とそれを支える管
理思想の追求は、今後の日本の管理体制の構
築に寄与するものであると考える。今回の研
究を土台として、我々が状況に合わせて選ぶ
ことができる管理体制の選択肢が、少しでも
多くなるように、管理体制と管理思想とを合
わせて解明し、知見を整理できるように今後
も研究を進めて行きたい。 
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